
自動車リサイクル法

破砕業

標準作業書ガイドライン

さいたま市産業廃棄物指導課

平成２８年１月

本書は、標準作業書等ガイドライン検討ワーキンググループが作成した「自動車

リサイクル法 標準作業書ガイドライン（平成１６年２月）」をもとに、法令の改

正等を踏まえさいたま市が定めたものである。



■　作業工程の改善を随時行い、標準作業書の見直しを行う。

■　改訂した場合は、改訂履歴を記入。この場合、さいたま市産業廃棄物指導課に改訂から   
　３０日以内に届出が必要。
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床面に白線を引き、保管場所の範囲を明示する。
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　また、警察、消防、労働基準監督署、さいたま市産業廃棄物指導課等に連絡する。

○　警察、消防、労働基準監督署、さいたま市産業廃棄物指導課等の連絡先が記入されている
　こと。

警察署

消防署

さいたま市産業廃棄物指導課
０４８－８２９－１６０８

△△労働基準監督署
○○○－○○○－○○○○
△△労働基準監督署
○○○－○○○－○○○○
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